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種別 意見数 割合

（ア）個別の建造物等に係る要望 24件 18.0 ％

（イ）歴史文化とのタッチポイントづくり、情報共有 20件 14.9 ％

（ウ）支援措置の実施、拡充等 14件 10.5 ％

（エ）歴史的風致の拡充、追記修正 13件 9.8 ％
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意見数 割合

反映 ご意見の趣旨を踏まえ計画案に反映したもの 26件 19.4%

包含・賛同
ご意見の趣旨が既に素案に含まれるもの

素案に賛同いただいたもの
39件 29.1%

参考 今後の取組等の参考とさせていただくもの 67件 50.0%

その他
本計画に関する質問

本計画に関連しない意見・要望等
２件 1.5%

134件 100%

対応

計
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歴史を⽣かした
まちづくり要綱

歴史資産
調査会

歴史的景観
保全委員

専⾨家による調査

歴史的建造物の登録

歴史的建造物の認定
改修等に対する助成

歴史的・景観的・建造物的に
⾼い価値を有する

◆特に⾼い価値を有する
◆所有者の同意を得る
◆歴史的景観保全委員の意⾒を得る
◆「保全活⽤計画」を作成





「歴史を生かしたまちづくり」は、横浜の歴史を象徴する建造物を歴史資産として捉え、まちの個性・魅力に転じていくことを目指しています。
横浜市において都市デザインの取組を始めた初期は個別の歴史資産の保全活用を行っていましたが、全市の総合調査や検討を踏まえ、
保全と活用・広報普及を一体で行う体制を構築しました。

東京のベッドタウンと
しての需要が高まる中、
急速な人口増加と共に
開発が進みました。

たが、二度の被災（震
災・戦災）により、数多く
の歴史資産が失われて
しまいました。

『文化財』として国に指定等され
るものが少なかった

「歴史を生かしたまちづくり」の施策化に
向けて検討開始



※本稿は「都市デザイン横浜　個性と魅力あるまちをつくる（2022｜企画・編集：横浜都市デザイン50周年事業実行委員会、横浜市都市整備局｜発行：BankART1929）」に掲載された図版に
一部加筆修正を行ったものです。

都心部の空室率上昇、歴史資産の滅失等の課題を
受け、旧第一銀行横浜支店の活用を機に、歴史資産
と文化・芸術など創造的な活動を組み合わせる創造
都市施策を展開。

整備を行いました。











横浜の歴史に触れ、知り、楽しむ場づくり

方針１

歴史資産の調査と
情報共有

施策１

歴史文化との
タッチポイントづくり

施策２

新たな「歴史資産」の
保全活用の検討

施策３



歴史的建造物の継承と活用の促進
方針2

旧きと新しきが混ざり合う、横浜らしさを体感できるまち

歴史資産の活用促進

施策２

保全・継承に向けた支援

施策１

基本理念
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Ⅱ共にめざす都市像（めざす未来の具体像）

市民生活
の未来 社会や時代の変化化に適応しながら、あらゆる世代・多様な市民の皆様、

一人ひとりが自分ららしく活躍でき、いきいきと安心して暮らすことのでき
る、そのような市民民生活の実現を目指します。

暮らしやすく誰もが
WELL-BEING※を実現できるまち

都  市
の未来 これまでの歴史の中で、受け継いだ様々な価値と、新たに生み出す価

値を織り交ぜなががら、常に変化し、独自の魅力を発信し続け、人と企
業が集う都市を目指指します。

人や企業が集い、つながり、
新しい価値を生み出し続けるまち

都市基盤
の未来 交通インフラ、脱炭炭素、環境保全、災害対策など、横浜での暮らしや

様々な活動を支え、、持続可能な都市として発展・進化し続けるための強
い基盤づくりを目指指します。

変化する時代・社会に適応し、市民生活や
都市を支える新しい在り方を実現し続けるまち

※ WELL-BEING：幸福で肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たさされた状態のこと。

、



2040年
長期指針

2030年
中期指針

2025年
具体施策

共にめざす都市像

明日をひらく都市
OPEN×PIONEER 2040 YOKOHAMA

財政ビジョン 行政運営の基本方針

戦略6

戦略7 戦略9
戦略4

戦略5 

38の政策

テーマ04

まちの魅力・
ブランド力向上

テーマ03

生産年齢人口流入
による経済活性化

テーマ02

コミュニティ・
生活環境づくり

テーマ01

子育て世代への
直接支援

テーマ05

都市の
持続可能性

戦略2

戦略7

戦略1 

戦略5
子育てしたいまち

次世代を共に育むまち
ヨコハマ

基 本 戦 略

戦略1

戦略3
戦略8



◉主な施策

1 鉄道駅周辺のまちづくりの推進 主管局 都市整備局
施
策
指
標

鉄道駅周辺の生活拠点の整備・誘導

主要な鉄道駅周辺では、市街地開発事業等により、駅前広場や歩行者空間等の整備・改善、商業・業務施設や都市型住宅、生活
利便施設などの機能の集積・更新を図りながら、個性ある生活拠点を形成します。また、規制誘導手法等を活用し、多様な働き方や
暮らし方を支える機能の誘導やにぎわいの創出など民間の活力を生かしたまちづくりを進めます。

直近の現状値 目標値

事業中４地区
完了３地区、事業中６地区
（４か年）

2 多様な主体と連携した持続可能な郊外住宅地再生の推進 主管局 建築局、都市整備局
施
策
指
標

持続可能な郊外住宅地の取組数

多様な世代が豊かに暮らし続けられるよう、郊外部において地域や民間事業者、大学等の多様な主体と連携し、生活支援機能の
確保、コミュニティの充実等を図るとともに、デジタル技術の活用や脱炭素化に資する取組の推進等を通じて、地域の課題解決や魅
力発信などに取り組みます。また、公共施設や民間施設の土地利用転換を契機とした、公民連携による地域の再生を進めます。

直近の現状値 目標値

7地区 9地区（４か年）

3 郊外部における多様な機能の誘導 主管局 建築局
施
策
指
標

用途地域等の見直し地区数

郊外住宅地の魅力向上に資する身近な農地、公園緑地、水辺、歴史などの地域資源を生かしたまちづくりや、日常生活を支える
サービスの充実、働く場や地域の居場所づくりなどを推進するため、時代に即した用途地域や特別用途地区、許可基準、風致地区
等や、まちづくりに関するルールの点検・見直し等を行い、多様な機能の誘導を図ります。

直近の現状値 目標値

― 90地区以上（４か年）

4 戦略的な土地利用の誘導・推進 主管局 政策局、建築局、
都市整備局、道路局 施

策
指
標

戦略的な土地利用にむけた検討

市街地の大規模な土地利用転換、鉄道駅やインターチェンジのインフラ整備、大学等の機能強化などの機会を捉え、緑や農地の
保全とのバランスを図りながら、都市計画マスタープラン等の改定とあわせて、市街化調整区域を含めた戦略的な土地利用誘導を進
めます。また、市内米軍施設跡地については、地権者等と連携しながら、周辺の都市基盤整備等も含め跡地利用を推進します。

直近の現状値 目標値

推進 推進

5 郊外部における新たな活性化拠点の形成 主管局 都市整備局
施
策
指
標

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の事業進捗

旧上瀬谷通信施設地区において、環境と共生した郊外部の新たな活性化拠点の実現に向け、土地区画整理事業等により農業基盤
や道路、公園などの都市基盤施設の整備を推進するとともに、大規模な土地利用の転換に伴う交通需要に対応するため、新たな交
通の導入に向けた検討と、周辺道路のネットワーク強化を進めます。

直近の現状値 目標値

事業化検討 事業中

6 国際園芸博覧会の開催に向けた取組の推進 主管局 都市整備局 施
策
指
標

国際園芸博覧会開催の市民認知度

博覧会の成功に向けて、「公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会」と連携し、博覧会の認知度向上、市民や企業等の参加意欲
の向上など機運醸成の取組を加速するとともに、会場周辺のインフラ整備や、快適で効率的な輸送システムを構築します。

直近の現状値 目標値

24.5％ 90％



◉主な施策

1 横浜駅・みなとみらい・東神奈川臨海部周辺のまちづくりの推進 主管局 都市整備局
施
策
指
標

①横浜駅周辺における開発事業
②東神奈川臨海部周辺における開発事業
③みなとみらい２１地区における開発事業横浜駅周辺（エキサイトよこはま２２）、みなとみらい２１、東神奈川臨海部周辺の開発などを通じて、国内外の多様なニーズに対応した、都心にふさわ

しい高度な商業・業務・居住機能等の集積を進めます。また、民間の街区開発と連携して計画的に基盤整備を進めるとともに、イベント開催時の混雑改善
に向けた先端技術の活用、エリアマネジメントの活性化による地区の魅力づくりや公民連携による大都市脱炭素化モデルの構築※に取り組みます。

※令和４年４月にみなとみらい２１地区が、環境省が実施する「脱炭素先行地域」に選定

直近の現状値 目標値
①事業中　②事業中
③事業中

①完了　②完了
③事業中

2 関内・関外地区の活性化推進 主管局 都市整備局
施
策
指
標

①関内駅周辺における開発事業
②北仲通地区における開発事業

開港以来の歴史・文化を生かしながら、新たな開発や企業集積等により、業務・ビジネスの再生やにぎわいと活力づくりを推進します。特に、「国際的な
産学連携」「観光・集客」をテーマとする関内駅周辺地区や新市庁舎を中心とする北仲通地区等の拠点づくりを実現するとともに、回遊性を高めるための基
盤整備に取り組みます。
また、横浜文化体育館の再整備等、スポーツによる地域活性化にも取り組みます。

直近の現状値 目標値

①事業中
②　―

①事業中
②事業中

3 新横浜都心のまちづくりの推進 主管局 都市整備局
施
策
指
標

新横浜駅南部地区のまちづくり

都心機能と周辺の自然環境や居住機能、集客施設等の相乗効果を発揮する計画的なまちづくりを進めます。そのため、新横浜都心のポテンシャルを生
かす将来のまちづくりビジョンを策定するとともに、地区計画等の規制誘導手法を活用し、業務、居住、商業等のバランスのとれた都心機能を誘導してい
きます。
また、地域とともに、横浜の玄関口にふさわしい新横浜駅を中心とした回遊性の強化と拠点づくりを進めます。

直近の現状値 目標値

推進 推進

4 京浜臨海部のまちづくりの推進 主管局 都市整備局 施
策
指
標

まちづくりの具体化へ向けた検討

国際競争力の強化や魅力向上に向け、「技術革新」「産業観光」を柱としたまちづくりを推進します。そのため、立地企業等と連携しながら、先進的な産
業技術拠点の形成や、脱炭素イノベーションの創出、各企業が持つ優れた技術を応用した魅力創出などに取り組みます。

直近の現状値 目標値

推進 推進

5 山下ふ頭再開発の推進 主管局 港湾局 施
策
指
標

再開発に向けた検討

山下ふ頭の持つ優れた立地と広大な開発空間を生かし、横浜経済をけん引するまちづくりを推進します。
市民や事業者の皆様からいただいた御意見等を踏まえ、地域の関係者・有識者等で構成される委員会で新たな事業計画案の検討を進めます。

直近の現状値 目標値
推進 推進

6 回遊性の向上と多様な主体の連携によるにぎわいづくりの推進 主管局 都市整備局
施
策
指
標

既存の交通モードと新たな移動サービスや観
光施設等との連携

地区内外における多様な交通手段と新たな移動サービスや観光施設等をつなぎ、楽しく快適に移動できる交通環境の充実を図ることで、回遊性を向上
させます。また、道路空間の機能向上やシェアサイクルの充実など、歩行者や自転車にとっても優しいまちづくりを推進します。加えて、エリアマネジメン
ト活動の広域的な実施、公共空間の再整備や演出・利活用、イベントの開催などにぎわいづくりを進めるとともに、市民や企業等と連携したまちの美化の
推進による快適な歩行者空間の形成、クルーズ旅客の受け入れ環境の整備などに取り組みます。

直近の現状値 目標値

推進 推進

7 魅力あふれる都市空間の形成 主管局 都市整備局 施
策
指
標

市内の景観に関する満足度

良好な景観形成やにぎわい創出のため、屋外広告物・景観制度の活用を推進するとともに、都心部から郊外部まで、地域の歴史・資源に光を当てた都
市空間の形成・活用など、都市デザインの総合調整を行い、横浜の個性と魅力を磨きます。

直近の現状値 目標値
76％（４か年平均） 78％（４か年平均）

◉主な施策

1 文化芸術を通じた次世代育成と共生社会実現に向けた取組 主管局 文化観光局
施
策
指
標

芸術文化教育プログラムへの子どもたちの参加者数

学校や文化施設において、子どもたちの創造性や感受性を育むための文化芸術体験等の次世代育成や、障害の有無・国籍・居
住エリア等にかかわらず、文化施設や身近な地域で、誰もが文化芸術に触れる機会を充実させます。

直近の現状値 目標値

12,823人/年 15,200人/年

2 文化芸術による街のにぎわいの創出と国内外への発信 主管局 文化観光局
施
策
指
標

アートイベントの来場者数

現代アートの国際展横浜トリエンナーレや、市民参加などによる多彩なアートイベント等を開催することで、横浜の魅力を国内外
へ発信し、プレゼンスの向上、にぎわいの創出を図り、文化芸術創造都市を推進します。

直近の現状値 目標値

18.2万人（４か年） 29.7万人（４か年）

3 歴史と創造性を生かしたまちづくり 主管局 文化観光局、都市整備局、
教育委員会事務局

施
策
指
標

港の夜景の演出参加施設数

創造界隈拠点などの歴史的建造物等を活用した魅力的なまちづくりを推進します。
あわせて、都心臨海部の景観を先端技術による光と音楽で演出するなど、横浜ならではの夜景をまちぐるみで創出します。
また、「横浜市文化財保存活用地域計画」に基づき、横浜に残る多様な文化財等の保存・活用を効果的に進め、市民の学びの
機会の充実を図ります。

直近の現状値 目標値

27施設/年 45施設/年

4 市民の文化芸術活動への支援と環境整備 主管局 文化観光局
施
策
指
標

文化施設の稼働率※

鑑賞、創作、体験、発表の機会の充実を図り、地域の活性化につながる文化芸術活動を支援します。
また、地域文化芸術活動の拠点となる区民文化センターは、未整備区を対象に、再開発等まちづくりの機会に合わせて、区内
公共施設の状況を踏まえ必要な機能の検討・整備を進めます。

直近の現状値 目標値

73％/年 80％/年

※所管する施設のうち、休館中の施設を除く平均稼働率





４ 都市の魅力の方針 

５ 都市活力の方針 





横浜市景観計画区域
（みなとみらい２１中央地区）

①臨港パーク

②
高島中央公園

グランモール公園

みなとみらい大通り沿道地区

①

①

①

①

②日本丸メモリアルパーク

横浜駅

桜木町駅 大
岡
川

み
な
と
み
ら
い
大
通
り

帷子
川

国
道
１
号

【凡例】

壁面の位置の制限

景観重要公共施設

みなとみらい大通り沿道地区

建築物の高さ３１ｍ以上を超える部分
で道路境界線より４ｍ以上の壁面後退

みなとみらい２１中央地区内の全ての
道路法２条に基づく道路

景観重要都市公園
①グランモール公園
②高島中央公園

景観重要港湾施設
①臨港パーク
②日本丸メモリアルパーク

図名　：　計画図２
横浜市景観計画（みなとみらい２１中央地区）区域等

景観重要道路：







 

 





地域への愛着醸成

新たな魅力の発見

活用保存

コミュニティ形成･多世代交流

賑わいの創出

学び、触れる機会の増加
良好な景観形成

文化財









多様なライフスタイルを実現できる水・緑豊かな都市環境

都市の姿

市民の姿

○水や緑との様々な関わりが深まっています
・多様な世代が水や緑と関わり、生活の楽しみを広げています。
・水や緑が市民により支えられ、育まれています。
・多様な交流が水や緑により生まれています。
・市民が水や緑と関わることで新たな文化が生まれています。

○緑が市街地に引き込まれています
・緑の10 大拠点では、まとまりのある緑が保全され、
市街地では身近な公園など緑の拠点が増えています。

・森と丘と海をつなぐ水や緑の軸により、ネット
ワークが形成されています。

・緑が適切に管理され、市民生活の安全にも寄
与しています。

○健全な水循環が回復しています
・水源の緑、谷戸が保全されています。
・流域の貯留・涵養機能が回復しています。
・河川などの水量・水質が回復しています。
・海域の水質が回復しています。
・大雨への備えが進んでいます。

○地域の中で農のある暮らしが息づいています
・魅力ある農景観が保全されています。
・地産地消が進み、市内産の農畜産物が食卓を
賑わしています。
・農とふれあう場が充実しています。

○都心臨海部に水と緑が増え魅力が高まっています
・開港以来の歴史や文化とともに、豊かな水と緑
が育まれています。
・魅力ある水と緑の空間が創出され、賑わいが
生まれています。

○多様な生き物が生育・生息できる環境が形成
されています

・生き物の生育・生息環境の保全・回復が図られ、
エコロジカルネットワークが形成されています。

○風が都市に引き込まれています
・河川沿いに涼やかな風が流れています。
・ヒートアイランド現象が緩和されています。



⑦ 小柴・富岡地区（約 600ha）

旧海岸線沿いの緑や史跡など歴史的資産を保全し、農・海とのふれあいの場やレクリエーショ

ンの場として活用します。

取組方針 主な水と緑の拠点
（2014（平成 26）年度末実績及び事業計画）

・海の公園、野島公園、八景島、平潟湾を連続した海洋性レク
リエーション及び環境啓発の拠点として整備します。
・

・

・富岡総合公園、富岡八幡公園、長浜公園周辺の樹林地を保
全します。
・（仮称）小柴貯油施設跡地公園は、自然環境や地形をいかし
つつ、緑や環境に係る活動、体験、学習の場などとして整備
します。
・生物多様性の保全や自然を楽しむ場づくりを行う「横浜つな
がりの森」構想を推進します。
・せせらぎ緑道を緑道機能に配慮した快適な水辺空間として維
持・保全し、市民が水辺にふれあう場として活用します。

＜水路・水辺拠点等＞
・せせらぎ緑道（富岡川1.2km）

＜樹林地等＞
・市民の森（称名寺10.7ha、（仮称）富岡東三丁目1.4ha）
・特別緑地保全地区（柴・長浜1.3ha）

＜農地＞
・農業専用地区（柴17.4ha）
・柴シーサイドファーム（2.5ha）
・柴シーサイド恵みの里
・農用地区域（10.1ha）

＜公園等＞
　・（仮称）小柴貯油施設跡地公園（55.6ha：計画区域含む）
・富岡総合公園（21.9ha）
・長浜公園（15.4ha）
・海の公園（47.0ha）
・野島公園（17.5ha）
・長浜野口記念公園（1.1ha）
・金沢緑地（15.2ha）
・港湾緑地（八景島を除く）（6.3ha）
・八景島（24.0ha）

特別緑地保全地区や市民の森などの緑地保全制度に基づく
指定や、公園整備などにより、称名寺などの歴史的な資産
と一体となった社寺林の緑地などを保全・活用します。
柴シーサイドファームを中心とした恵みの里で市民と農と
のふれあいを進めます。

0 52.5 km±

　①　こどもの国周辺地区

　②　三保・新治地区

　③　川井・矢指・上瀬谷地区

　④　大池・今井・名瀬地区

　⑤　舞岡・野庭地区

　⑥　円海山周辺地区

　⑦　小柴・富岡地区

　⑧　都田・鴨居東本郷・菅田羽沢

　　　周辺地区

　⑨　上飯田・和泉・中田周辺地区

　⑩　下和泉・東俣野・深谷周辺地区



取組方針 主な水と緑の拠点
（2014（平成 26）年度末実績及び事業計画）

・ 市民をはじめ訪れた人々が憩い、海を身近に感じら
れる空間としての公園・緑地を整備するとともに、
海からの視点に配慮した景観上の緩衝帯としても活
用します。
・ 内港地区から山下ふ頭の臨海部では、赤レンガ倉庫
や大さん橋、象の鼻パークなど、水際線に連続する
緑地の活用を進めます。また、ふ頭などにおける機
能、土地利用転換の機会をとらえ、これまでの都心
臨海部の歴史をいかしながら、横浜の魅力を高める
象徴的な緑の創出やその維持管理・活用を図ります。
・ 横浜ベイサイドマリーナや八景島、海の公園などの
拠点では、その特性をいかし、市民が海辺に親しみ、
学ぶ場や海洋性レクリエーションの機会を創出しま
す。

＜末広地区＞
　・末広水際線プロムナード
＜大黒ふ頭先端緑地＞
　・大黒ふ頭先端緑地
　・大黒海づり施設
＜内港地区～山下ふ頭地区の臨海部＞
　・山下公園
　・臨港パーク
　・赤レンガパーク
　・日本丸メモリアルパーク
　・新港パーク
　・運河パーク
　・汽車道
　・大さん橋ふ頭緑地
　・象の鼻パーク
　・（仮称）山内臨海緑地（計画）
　・（仮称）山下ふ頭緑地（計画）
＜横浜港シンボルタワー＞
　・横浜港シンボルタワー
　・本牧海づり施設
＜掘割川河口周辺＞
　・磯子・海の見える公園
＜杉田臨海部＞
　・（仮称）杉田臨海緑地（計画）
＜横浜ベイサイドマリーナ地区＞
　・横浜ベイサイドマリーナ
　・ （仮称）白帆緑地（計画）
＜海の公園・八景島周辺＞
　・海の公園
　・野島公園
　・八景島

■海と人とのふれあい拠点

±



高島の丘高島の丘

赤レンガパーク赤レンガパーク

大さん橋大さん橋

象の鼻パーク象の鼻パーク

山下公園山下公園

港の見える丘公園港の見える丘公園外国人墓地外国人墓地

山手の丘山手の丘

元町公園元町公園

山手公園山手公園

山手イタリア山公園山手イタリア山公園

石川町駅石川町駅

横浜公園横浜公園大通り公園大通り公園
関内駅関内駅

開港広場開港広場
日本大通り日本大通り野毛山野毛山

桜木町駅桜木町駅

掃部山掃部山

グランモール公園グランモール公園

横浜駅横浜駅

臨港パーク臨港パーク

プロムナード等
開港の道
東横線地下化跡地
河川の軸
都市公園等
海をのぞむ丘
風致地区
都心臨海部
レクリエーション等活性化水域
自然的環境を整備又は保存する区域

プロムナード等
開港の道
東横線地下化跡地
河川の軸
都市公園等
海をのぞむ丘
風致地区
都心臨海部
レクリエーション等活性化水域
自然的環境を整備又は保存する区域

みなとみらい21地区みなとみらい21地区

横浜駅周辺地区横浜駅周辺地区

東神奈川臨海部
周辺地区
東神奈川臨海部
周辺地区

関内・関外地区関内・関外地区

山下ふ頭周辺地区山下ふ頭周辺地区

野毛山・
掃部山の丘
野毛山・
掃部山の丘

凡　　例



主な施策
身近な公園の整備 地域特性に応じた身近な公園を計画的に整備します。また、整備から長期間が経過し、

周辺の環境が変化した公園は、地域のニーズや社会状況の変化を踏まえ、再整備や機能
の再編を行います。

スポーツのできる公園の整備 市民のスポーツ需要に応えるため、身近な公園におけるスポーツ施設の充実や、公式大
会に対応できるスポーツ施設を有する公園の整備を推進します。

大規模な公園の整備 多様なレクリエーションを楽しめる自然をいかした大規模な公園の整備を推進します。

都心部の公園の魅力アップ 都心部の公園の新設整備や再整備などにより、魅力の向上を図ります。
また、都心臨海部では、公民連携により、風格ある水と緑づくりを推進します。

特色ある公園の整備 風致公園や歴史をいかした公園、自然体験・農体験の場となる公園の整備を推進します。

他分野との連携による公園整備
の検討

設置許可や管理許可制度の運用により、公園と施設の価値を相互に高める市民利用施設
の設置を検討します。また、健康みちづくりなど他分野との連携による公園整備を検討
します。

開発行為などによる公園整備 開発行為や市街地開発事業などの面的整備事業に伴い、開発規模に応じた公園を整備し
ます。

都市公園ストック機能の再編 子育て支援や高齢者の健康増進に寄与する公園整備や、都市公園ストックの機能の再編
などを進めます。



種別 内容

住
区
基
幹
公
園

街区
公園

地域のまつりなどのイベントができる広場や遊具などを備えた公園を
配置します。
0.1ha 以上で 0.25haを標準とします。

街角
公園

遊具や植栽などを備えた公園を開発行為に伴う提供公園などにより
配置します。
0.1ha 未満とします。

近隣公園
少年サッカーや少年野球などが楽しめる広場や野原などを備えた公
園を配置します。
1ha 以上を目安に2haを標準とします。

地区公園
身近な住民のスポーツ・イベント利用や、自然、歴史などの地域特性
に即した公園を配置します。
4haを標準とします。

都
市
基
幹

公
園

運動公園
競技が可能な運動施設を備えた面積15ha ～75haを標準とする公園
を配置します。

総合公園
休養や散策など多様な施設を備えた面積10ha～30haを標準とする
公園を配置します。

広域公園
多様なレクリエーション活動を楽しめる自然的環境をいかした面積
30ha 以上を標準とする大規模公園を配置します。

特殊公園

史跡や歴史的建造物を保存活用した歴史公園、良好な風致や特徴
的な景観を有する風致公園、こども植物園などの生き物に親しみ学
ぶことのできる動植物公園、良好な農景観を有する農業公園、墓園
など、その目的に則し配置します。

緩衝緑地 工業地域との緩衝や防災のための緑地を配置します。

都市林
生き物の生育・生息地となるまとまった樹林地の保全のために配置
し、必要に応じて自然観察、散策のための施設などを整備します。

広場公園
にぎわいの創出や市民の休息、鑑賞に資するために、市街地の駅周
辺に配置します。

都市緑地 都市における良好な自然的環境や景観の保全を目的に配置します。

緑道
市街地における良好な居住環境を確保し、災害時の避難路ともなる
歩行者路を配置します。



主な施策
せせらぎ整備 湧水などの水源確保が可能な水路跡地などを活用して、身近なせせらぎをつくります。

また費用対効果を踏まえて再生水による水辺の創出も検討します。

河川管理用通路を活用した環境
づくり

水と緑の回廊となる河川管理用通路を市民が親しみながら利用できる水際の歩行空間と
して整え、市民の健康づくりにつながる環境づくりを進めます。（健康みちづくり推進
事業）

生物多様性に配慮した多自然川
づくり

魚類が遡上できるような魚道整備など、生物多様性に配慮した河川環境を整えます。

河川の水辺拠点整備 周辺景観や地域と調和し、市民が親しめるように護岸や河道の形態を工夫した水辺と、
河川沿いの一定の空地に親水性及び生態系に配慮した水辺などを創出します。

水際線における公園・緑地の整
備・活用

「海と人とのふれあい拠点」において、市民などが海を身近に感じられる空間として水
際に公園や緑地を整備するとともに、海からの視点に配慮した景観上の緩衝帯としても
活用します。

歴史的橋梁の保全 関東大震災の復興事業として整備された「震災復興橋梁」など歴史的橋梁を保全します。

公共公益施設などでの水辺創出 水再生センターなどの公共施設において、生き物に触れ水に親しむ場となる水辺を創出
し、自然体験の場として活用します。

河川水辺空間の保全（維持管理）
と活用

ふるさとの川整備事業や川辺の散歩道など、これまで多自然川づくりで実施してきた水
辺空間の保全（維持管理）を推進します。あわせて、学校などの多様な主体と連携し、
身近な自然体験やレクリエーションの場として活用します。また、市街地の水辺では、
水辺空間を活用して街の賑わいづくりにつなげます。

小川アメニティ・せせらぎ緑道
などの保全と活用

小川アメニティ・せせらぎ緑道などの水路について、周辺環境と調和に配慮した水辺空
間を保全し、市民の水辺のふれあいの場として活用していきます。

脱温暖化に向けた事業推進 横浜ブルーカーボン事業では、ブルーカーボンや海洋における自然エネルギーの利用な
ど、海洋を舞台とした脱温暖化プロジェクトを進めていきます。

流水機能の維持 流水機能を損なわないよう、施設を適正に維持・管理します。

水辺愛護会活動 生物多様性の保全や子どもたちの情操教育、地域コミュニティの活性化を図る活動のよ
うに、水辺愛護会が地域拠点としての水辺環境をいかした特色ある活動を活発に行うこ
とができるよう、区と連携し次代の愛護会活動を担う人材の効果的な育成や、交流会や
技術支援講座を通したノウハウやアイディアの提供を積極的に実施し、愛護会活動の
コーディネートの強化を図ります。









 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  






	06-1_【資料１】横浜市歴史的風致維持向上計画（案）の策定について
	06-1-2_【資料１-別紙番号なし】（案）横浜市歴史的風致維持向上計画（案）の策定について
	黄ナシ241202歴まち計画_0-1章v3
	黄ナシ241202歴まち計画_2章v3
	黄ナシ241202歴まち計画_3章v3
	黄ナシ241202歴まち計画_4章v3
	黄ナシ241202歴まち計画_5章v3
	黄ナシ241202歴まち計画_6-9章v3

	06-1-3_【資料１-別紙番号なし】（案・概要版）横浜市歴史的風致維持向上計画（案）の策定について



